
奈良県障害福祉関係施設指定管理者選定審査会

施設名 事業者名 審査結果

障害者総合支援センター
県営福祉パーク
福祉住宅体験館

（福）奈良県社会福祉事業団

指定管理者として適当である。

（選定理由）
○利益を上げることが難しい業務であるが、これまで安定的に運営してきた実績は
評価できる。
○発達障害、高次脳機能障害と対応の難しい分野にもチャレンジしていて、更なる
発展が期待できる。
○各施設において利用者のニーズに合致した支援サービスがなされている。

（意見等）
○災害時の避難対策の早期充実を期待する。
○利用者からの評価・要望をさらに反映されるようにする必要がある。

心身障害者福祉センター
（歯科衛生診療所）

（一社）奈良県歯科医師会

指定管理者として適当である。

（選定理由）
○高い専門性を要する障害者歯科治療において、利用者のサービス向上と安全確
保について、十分に配慮がなされていると認められる。
○予防的ケアの推進により、利用者１名あたりの治療日数を減らすことで年間の総
利用者数（実数）を増加させた功績は大きいと評価できる。
○地域における障害者歯科治療の普及に大きな役割を果たしている。

（意見等）
○「予約のとりにくさ」の軽減に向けて、更なる努力に期待したい。
○専門常勤医の設置や診療時間、診療日の増加が望まれる。
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